
八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

要 綱 第 ４ ０ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイル

ス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に

対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）で

ある感染症をいう。）の感染防止に配慮した方法で、市民団体等が自主的、主

体的に実施する魅力的なまちづくりに資する事業やイベント等（以下「がんば

る市民事業」という。）に要する経費に対し、予算の範囲内において八幡浜市

ウィズコロナがんばる市民応援補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「市民団体等」とは、八幡浜市内に活動場所を有する

もののうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ 地域づくり事業を実施する非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティ

ア団体、実行委員会、協議会等 

⑵ 文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体 

⑶ 地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体 

⑷ 商工会議所、商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の産業経

済団体 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、その他市長が適当と認めるもの 

（補助対象事業） 

第３条 補助金交付の対象となる事業は、がんばる市民事業であって、次の各号

のいずれにも該当する事業とする。 

⑴ 市民団体等の主体的な企画及び運営により実施するもの 

⑵ 当該事業について、市の財源による他の補助金等の交付を受けていないも

の 

⑶ 当該年度内に実施するもの。ただし、市長が特別の理由があると認めたと

きは、この限りでない。 



（補助対象経費） 

第４条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、がん

ばる市民事業を実施するために必要な経費のうち、別表に定める経費とする。

ただし、事業に伴う収入がある場合は、当該収入相当額を控除することができ

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費から除くものとす

る。 

⑴ 市民団体等の管理運営費 

⑵  がんばる市民事業に密接に関わらない食糧費 

⑶ その他市長が不適当と認める経費 

（補助率等） 

第５条 補助率は、補助対象経費の１０分の９以内とし、１事業（２以上の市民

団体等が共同して１事業を実施する場合を含む。）につき１５０万円を限度と

する。ただし、市長が当該事業の内容が極めて有益であると認める場合は、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１,０００円未満の端数があるとき

は、当該端数を切り捨てた額とする。 

（がんばる市民事業の公募） 

第６条 市長は、がんばる市民事業の公募期間を定め、市の広報紙、ホームペー

ジその他適切な方法により市民に周知し、及び公募するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、八幡浜

市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付申請書（様式第１号）に市長が必

要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を

審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、申

請者に通知する。 

（補助事業の変更承認申請） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に



ついて、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじ

めがんばる市民事業変更承認申請書（様式第２号）に市長が必要と認める書類

を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

⑴ 補助金の額を増額するとき。 

⑵ 補助対象経費の総額が前条の規定による補助金の交付決定のときと比較

して２０パーセントを超える減額となるとき。 

⑶ 事業内容に重要な変更が生じるとき。 

（補助事業の中止及び廃止） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速

やかにがんばる市民事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（補助事業の実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにがんばる市民事

業実績報告書（様式第４号）に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、速やかにその

内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知

する。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助

金を請求しようとするときは、速やかに八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応

援補助金精算払請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１４条 市長は、前条の規定による精算払請求書を受理したときは、補助金を

交付する。 

（補助金の概算払） 

第１５条 市長は、前２条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めた

ときは、補助金の一部を概算払することができる。 

２ 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、八幡浜市ウィズコ

ロナがんばる市民応援補助金概算払請求書（様式第６号）を市長に提出しなけ



ればならない。 

３ 前条の規定は、前項の規定による概算払請求書を受理したときについて準用

する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第１５条第２項」と、

「精算払請求書」とあるのは「概算払請求書」と読み替えるものとする。 

４ 前３項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、収支精算後に残

金が生じた場合は、当該残金をすべて市に返還しなければならない。 

（補助事業の公表） 

第１６条 市長は、補助事業の完了後、補助事業者の名称、代表者の氏名、補助

事業の内容及び補助金の交付額を市の広報紙、ホームページその他適切な方法

により公表する。 

（関係書類の保管） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る経理についてその収支の事実を明確に

した証拠書類を整理し、補助事業完了年度の翌年度から起算して５年間保存し

なければならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 



別表（第４条関係） 

区分 主なもの 

報償費 講師謝礼、イベント出演者謝礼 等 

需用費 消耗品費、印刷製本費 等 

役務費 通信運搬費、広告料、手数料、保険料 等 

委託料 会場設営委託料、警備委託料 等 

使用料及び賃借料 会場使用料、機械機器等の借上料 等 

原材料費 諸材料費 

その他経費 市長が特に必要と認める経費 

 



様式第１号（第７条関係） 

                                                          年  月  日 

 

 

 八幡浜市長        様 

 

 

                                              住所 

                                              団体名 

                                              代表者名                        

 

 

八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援 

補助金交付申請書 

 

 八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり事

業を実施したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 事業の目的及び内容 

   がんばる市民事業計画書（別紙）のとおり 

 

 

３ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

⑴ 補助事業に要する全経費                                    円 

⑵ 補助対象経費                                              円 

⑶ 補助金交付申請額（⑵×９／１０以内、上限１５０万円）               円 

 

４ 添付資料 

⑴ 収支予算書 

⑵ 支出の根拠となる見積書等 

⑶ 市民団体等の定款、規約その他これに準ずる書類（任意団体の場合、別途指示する。） 

⑷ 市民団体等の構成員名簿 

⑸ その他市長が必要と認める書類 



（別紙）  

がんばる市民事業計画書  

                                                    年  月  日  

                                    住所                    

                                     団体名                   

                                    代表者名                   

連絡先 TEL            FAX        

 

１．事業名 

 

２．期間 年   月   日   ～    年   月   日 

３．目的 

事業を行う目的を記入してください。 
 

４．内容 

 提案する事業の内容を記載してください。内容については、４つの項目（①補助事業の公
益性・有益性 ②目的・目標が明確か。③計画に実現性、継続の見込みがあるか。④新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止のための工夫又は新しい試み等が取り入れられている
か。）について審査しますのでそれを踏まえた上で記入をお願いします。 

5．効果  

この事業を行うことにより、どういった効果が見込まれますか。 



 

収支予算書  
○ 収入の部  

（単位：円）  

区  分 
合計額 

（A）＋（B） 
対象経費 
（A） 

対象外経費 
（B） 

備   考 

市補助金 

    

 計    
 

 

○ 支出の部  
（単位：円）  

 

区  分 
合計額 

（A）＋（B） 
対象経費 
（A） 

対象外経費 
（B） 

備   考 

     

 計    
 

 

 



様式第２号（第９条関係） 

                                                        年  月  日 

 

 

 八幡浜市長       様 

 

 

                                         住所 

                                         団体名 

                                         代表者名                        

 

 

がんばる市民事業変更承認申請書 

 

 

     年 月 日付け 第  号で交付決定通知があった標記事業の内容を下記のとおり変更

したいので、八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱第９条の規定により、その

承認を申請します。 

記 

１ 事業名 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

３ 変更の内容 

 

 

４ 補助金変更申請額 

既交付決定額 変更後の申請額 差引き増減額 

円 円 円 

 

５ 変更事業計画書 

  がんばる市民事業計画書（別紙）のとおり 

※ 様式第１号の収支予算書を添付することとし、変更内容が分かるように、変更部分を２

段書きとし、変更前を上段に括弧書きで記載すること。



様式第３号（第１０条関係） 

                                                            年  月  日 

 

 

 八幡浜市長        様 

 

 

                                          住所 

                                          団体名 

                                          代表者名                        

 

 

がんばる市民事業中止(廃止)承認申請書 

 

   年 月 日付け 第  号で交付決定通知があった標記事業を下記のとおり中止（廃止）

したいので、八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱第１０条の規定により承認

を申請します。 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 中止(廃止)の理由 

 

 

３ 中止の期間(廃止の時期)



様式第４号（第１１条関係）  

                                                           年  月  日 

 

 

 八幡浜市長        様 

 

 

                                            住所 

                                            団体名                       

                                        代表者名                

 

 

がんばる市民事業実績報告書  

      

   年 月 日付け 第  号で交付決定通知があった標記事業を  年 月 日付

けで完了しましたので、八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱第１１条

の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

１ 事業名 

 

２ 補助事業に要した経費及び補助金額  

⑴ 補助金交付決定額                           円  

⑵ 補助事業に要した全経費                                円 

⑶  補助対象経費                                      円 

⑷ 補助金請求予定額（原則、⑶×９／１０以内、上限１５０万円）      円  

 

 

３ 事業の成果 

 

 

 

 

４ 事業期間   年  月  日～   年  月  日  

 

 

５ 添付資料 

⑴ 収支決算書 

⑵ 領収書等（写）  

⑶ 写真 

⑷ その他市長が必要と認める書類  



 

収支決算書  
○ 収入の部  

（単位：円）  

区  分  
計  画  額 

（Ａ）  

実  績  額 

（Ｂ）  

 差 引  

(Ａ)－(Ｂ) 
備  考  対象経費 対象外経費  

市補助金  

 

 

 

 

 

      

計      
 

 

○ 支出の部  
（単位：円）  

区  分  
計  画  額 

（Ａ）  

実  績  額 

（Ｂ）  

 差 引  

(Ａ)－(Ｂ) 
備  考  対象経費 対象外経費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

計      
 

                                
 

 



様式第５号（第１３条関係）  

                                                           年  月  日 

 

 

 八幡浜市長        様 

 

 

                                           住所 

                                           団体名 

                                         代表者名                     

 

 

八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援  

補助金精算払請求書  

 

  年 月 日付け  第  号で交付決定通知があった標記補助金について、八幡浜市

ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり請求

します。 

 

記 

 

金       円 

内 訳 

補助金確定通知額 金          円 

受領済額     金          円 

今回請求額    金          円 

 

金 融 機 関 名   

支 店 名    

預 金 種 目   

口 座 番 号   

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義 人   



様式第６号（第１５条関係）  

                                                           年  月  日 

 

 八幡浜市長        様 

 

 

                                           住所 

                                           団体名 

                                         代表者名                     

 

 

八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援  

補助金概算払請求書  

 

  年 月 日付け  第  号で交付決定通知があった標記補助金について、八幡浜市

ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱第１５条の規定により、下記のとおり請求

します。 

 

記 

 

金       円 

内 訳 

交付決定額    金          円 

受領済額     金          円 

今回請求額    金          円 

残   額    金          円 

 

金 融 機 関 名   

支 店 名    

預 金 種 目   

口 座 番 号   

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義 人   

 

 


